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日
本
ド
お
げ
る
金
本
位
制
の
成
立

1
1
1
金
本
位
制
と
日
本
資
本
主
義

I
l
l員

藤

素

日

ーた

位

し

が

き

第
一
章
明
治
相
午
よ
り
一
八
年
〔
担
本
位
制
確
立
U

ま
で

件
資
本
円
本
端
的
蓄
積
k
不
換
紙
怖
の
准
夜
、

同
資
本
四
本
率
的
繋
積
円
一
躍
の
結
了
正
銀
本
位
制
の
時
立

第
二
章
一
九
年
以
後
三
O
年
の
金
本
位
制
確
立
ま
で

t土

し

iJ' 

き

資
本
主
義
枇
曾
に
治
け
る
貨
幣
制
度
は
、
資
本
の
た
め
白
制
度
た
る
所
に
そ
白
本
質
を
持
つ
。
資
本
の
た
め
り
制
度
で
あ
る
以
上
、

貨
幣
制
度
は
営
該
資
本
主
義
社
曾
の
殺
生
・
登
展
・
衰
退
と
密
接
な
聯
闘
一
乞
持
一
ツ
て
い
る
。
即
ち
前
者
の
後
者
に
劃
す
る
及
び
後
者
白

前
者
に
封
ず
る
規
定
・
被
規
定

ω闘
係
が
そ
れ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
で
資
本
制
貨
幣
制
度
の
核
心
苧
な
す
も
白
は
本
位
制
度
で
あ
る
が
、

小
論
は
日
本
に
お
け
る
本
位
制
度
特
に
金
本
位
制
と
日
本
資
本
主
義
と
の
右
の
如
き
聯
閲
主
歴
史
的
に
泣
求
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る

G

日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
者

ヒ

第
六
蹴



日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
巷

ヒ

第
六
波

同

第
一
章

明
治
初
年
よ
り
一
八
年
(
銀
本
位
制
確
立
)
ま
で

わ
が
闘
に
治
け
る
本
位
制
度
ぽ
新
貨
僚
令
(
岡
部
)
に
よ
り
一
際
の
確
立
を
み
る
り
で
あ
る
日
炉
、
そ
れ
は
後
越
の
如
く
金
本
位
へ
の
志

向
を
持
ワ
も
白
で
あ
っ
た

ω

然
る
忙
明
治
一
三
年
に
至
る
ま
で
の
不
換
紙
幣
の
枇
裂
は
、
特
訓
を
極
度
に
索
胤
せ
し
め
、
右
の
金
本
位

へ
む
志
向
uu貨
幣
制
度
の
整
備
・
確
立
へ
の
志
向
を
全
く
挫
折
せ
し
め
る
に
至
っ
た
》
か
か
る
蹄
紡
を
導
い
た
不
換
紙
幣
競
裂
の
原
因

は
、
明
泊
施
謝
主
義
政
権
の
歴
史
的
使
命
た
る
資
本
の
本
来
的
蓄
積
・
資
本
制
生
産
様
式
の
導
入
に
求
め
得
る

ω

従
ワ
て
以
下
に
以
て

は
、
ま
ず
資
本
の
本
来
的
蓄
積
と
木
換
紙
換
白
常
澄
と
の
相
互
関
係
世
間
究
明
し
、
吹
い
て
不
換
紙
幣
の
整
型
を
伴
う
本
来
的
蓄
積
の
一

隠
の
経
結
と
銀
本
位
制
の
確
立
と
の
相
互
関
係
を
究
明
し
、
新
貨
僚
令
に
わ
け
る
貸
筒
制
度
整
備
へ
の
志
向
が
、
こ
こ
に
初
め
て
貫
現

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

Q

付

資
本
の
本
来
的
蓄
積
と
不
換
紙
幣
の
濫
愛

徳
川
封
建
制
下
に
お
け
る
商
品
生
産
リ
流
遁
は
、
一
方
家
内
工
業
・
問
屋
制
家
内
工
業
及
び
少
数
心
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ

7
E
生
み

出
す
と
共
に
、
他
方
商
業
U
高
利
貸
費
本
を
設
展
せ
し
め
た

u

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
b
は
何
れ
も
、
現
物
地
代
を
基
軸
と
す
る
封
建
的

土
地
所
有
の
担
動
性
心
故
に
産
業
資
本
へ
の
開
化
を
阻
止
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
後
者
は
「
寧
ろ
こ
れ
を
保
寄
し
自
己
心
前
提

乙
し
て
維
持
」
し
封
建
的
生
産
関
係
に
寄
生
す
↑
る
に
至
っ
た
い
こ
の
醇
化

ω一
強
力
的
経
行
目
安
木
の

tltm的
蓄
積
を
自
己
白
歴
史
的
使

命
と
し
て
登
場
し
た
叫
が
朋
治
結
樹
、
正
義
政
府
に
他
な
ら
ぬ

μ

資
『
不
臼
本
球
的
蓄
積
は
、
明
治
政
府
が
幕
府
・
諸
藩
を
自
己
の
劉
立
物

に
持
つ
極
め
て
幼
弱
な
政
権
で
あ
っ
た

a

こ
と
、
及
び
そ
れ
が
既
に
続
出
資
本
主
義
l
布
園
主
義
段
陪
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
世
界
資
本



主
義
の
盤
カ
ー
そ
の
植
民
地
化
白
危
機
の
中
に
成
立
し
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
川
間
奮
封
建
的
支
配
階
級
白
土
地
所
有
の
揚
棄

本
制
生
産
様
式
白
人
魚
的
強
力
的
創
出

1
保
護
育
成
政
策
を
内
容
と
す
る

G

以
下
順
女
そ
の
過
程
を
述
べ
る

u

ま
ず
奮
卦
建
的
支
四
階
級
白
土
地
所
有
の
揚
棄
は
、
委
協
と
弾
豚
一
と
を
逼
じ
て
遂
行
さ
れ
る
凶
己
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
安
協
過
程

ゼ
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
「
天
皇
動
的
絶
謝
主
義
的
落
関
政
糟
」
た
る
明
治
政
権
白
性
格
に
由
来
す
る
の
で
あ
担
、
政
治
的
は

は
版
籍
奉
還
ハ
一
一
年
U

を
経
て
陵
落
置
牒

m同
年
U

に
よ
り
一
際
終
結
す
る

u

と
れ
に
よ
づ
て
奮
封
建
的
支
配
階
級
は
土
地
所
有

1
貢
租

徴
集
権
よ
り
分
離
さ
れ
、
従
来
と
の
土
地
所
有
の
結
寅
た
り
し
家
品
川
は
、
秩
蔽
公
品
開
・
金
椋
H
U
貨
幣
支
給
形
態
・
金
誠
会
働

1
盟
友
る

擬
制
資
本
に
醇
化
さ
れ
る
。
こ
り
遇
税
は
一
方
、
警
支
配
階
級
心
土
地
所
有
を
妥
協
的

1擬
制
資
本
交
付
に
よ
り
解
脱
す
る
と
と
に
よ

同
資

づ
て
、
彼
等
の
上
唐
部
H
U
諸
候
・
上
中
級
武
士
を
資
本
制
生
産
様
式
白
綱
白
中
に
包
持
す
る
と
共
に
下
級
武
士
を
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
化
し
、

他
方
様
力
白
新
政
権
へ
の
統
一
と
単
一
の
園
内
市
場
巴
形
成
と
を
達
成
し
た

G

在
百
支
配
階
級
よ
り
分
離
さ
れ
た
土
地
所
有
は
、
地
租
改
正
ハ
六
年
)
主
総
介
と
し
て
い
わ
ゆ
る
キ
封
建
的
土
地
所
有
に
移
行
す
る
。
地

租
改
正
白
果
し
た
役
割
に
づ
い
て
は
、
優
れ
た
研
究
が
あ
る
の
で
省
附
す
る
こ
と
と
し
亡
、
唯
女
白
貼
の
み
を
指
摘
す
る
。
即
ち
地
租

改
正
D
結
果
、

一
方
農
業
生
産
白
金
剰
余
憤
値
及
ぴ
弊
賃
部
分
ま
で
も
が
地
主
・
商
骨

T高
利
貸
資
本
に
収
奪
さ
れ
て
工
業
資
本
陀
将

佑
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
平
曲
民
奴
的
等
細
耕
作
土
壌
よ
り
流
出
す
る
低
賃
金
弊
働
力
が
日
木
に
お
け
る
努
働
力
臼
中
核
を
た
す
と
い
う

関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
己
と
“

以
上
、
奮
支
阻
階
級
の
土
地
所
有
の
揚
棄
に
よ
り
資
本
制
生
産
へ
り
前
提
が
確
保
さ
れ
る
が
、
奮
幕
封
建
制
下
に
到
達
し
た
商
品
生

産
u
u流
遁
及
び
資
本
蓄
積
む
低
位
性
は
、
産
業
資
本
心
自
生
的
展
開
を
焔
牛
的
た

b
し
め
ざ
る
を
特
ず
、
枇
新
営
時
の
封
内
封
外
情
勢

は
か
か
る
蜘
牛
的
進
行
を
許
吉
中
「
い
か
っ
た
凶
と
己
に
資
本
制
生
産
様
式
が
、
右
白
前
提
を
基
底
と
し
づ
っ
「
舵
舎
の
集
積
さ
れ
組
織
さ

日
本
k
b
H

町
"
の
金
本
位
制
の
成
立

停
士
十
三
溢

七

第
六
日
制

五



日

本

医

担

け

る

金

本

位

制

の

成

立

第

六

時

叫

れ
た
強
力
な
る
図
家
権
力
」
た
る
明
治
結
謝
主
語
政
権
に
よ
っ
て
人
魚
的
・
強
力
的
に
創
出

1
保
護
育
応
さ
れ
た
所
以
が
あ
る
@
保
護

第
七
十
三
巻

六
四

大

育
成
は

ω内
外
の
緊
迫
せ
る
情
勢
下
に
立
つ
明
治
政
権
が
自
己
の
権
力
白
物
質
的
基
礎
た
る
軍
事
工
業

l
鍵
錦
産
業
を
官
行
、
同
奮

幕
下
に
成
長
せ
る
商
品
下
高
利
貸
資
本
を
産
業
資
本
に
醇
化
し
財
閥
を
育
成
す
る
己
と
を
中
心
と
し
亡
途
行
さ
れ
、
軍
事
的
色
彩
が
極

め
て
濃
厚
で
あ
っ
た
。
そ
白
具
強
的
内
容
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
で
こ
己
て
は
省
略
L
T
る。

陸

ω
読
本
論
第
三
者
上
高
畠
課
二
九
三
頁

ω
藤
田
武
雄
「
日
本
資
本
主
義
と
財
政
」
上
七
七
頁

ω同
税
時
金
債
は
明
拍
七
年
よ
り
一
ニ
ケ

年
間
忙
交
付
、
一
六
、
五
六
五
千
問
。
金
球
会
債
は
九
年
交
付
、
一
七
一
二
、
九
O
二
千
回
ハ
大
内
兵
衛
寸
日
本
財
政
論
公
債
篤
」
二
二
頁
U

術、

λ

内
敬
投
は
ニ
公
債
の
佼
割
に
闘
し
「
一
言
以
て
と
れ
を
拘
へ
ば
、
そ
れ
は
封
砧
的
身
分
制
度
目
基
磁
を
ん
は
L
て
い
た
封
建
的
経
決
閥
拝
を
、
資
本
主

義
的
な
経
済
関
係
を
以
て
置
き
か
先
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
者
を
崩
壊
せ
し
め
た
の
だ
」
ハ
前
掲
二
王
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
資
本
論
第

一
容
停
ニ
刑
高
晶
詩
七
回
六
頁

ω
保
護
育
成
が
原
蓄
の
強
力
な
概
仔
の
一
で
あ
る
と
と
に
ヲ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
保
護
制
度
は
、
製
泣
業
者

を
製
喧
し
、
濁
立
野
働
者
か
ち
収
奪
し
、
国
民
内
の
生
産
機
関
及
刊
日
生
活
資
料
を
資
本
化
L
、
且
つ
古
代
的
生
産
方
法
か
ら
近
世
的
生
産
方
法
え
り

推
轄
を
強
行
的
に
短
縮
す
る
所
の
人
潟
的
な
一
手
段
で
あ
っ
た
」
ハ
資
本
論
前
羽
七
五
O

一
貰
)
左
越
べ
て
い
る
。

さ
℃
こ
白
上
う
な
産
業
D
保
護
育
成
H
H
資
本
白
本
来
的
蓄
積
に
は
、
日
高
の
経
費
を
心
要
と
す
る
。
官
行
事
業
及
び
興
業
費
・
開
拓

費
・
博
覧
舎
費
等
へ
臼
支
出
の
み
で
も
合
計
七
六

O
O
寓
国
余
に
達
し
、
更
に
民
間
産
業
に
劃
ナ
る
助
成
金
・
ヰ
官
半
民
自
合
祉
企
業

へ
の
支
出
等
を
加
へ
る
と
、
そ
の
合
計
は
巨
類
と
な
る
。
問
題
は
と
り
よ
う
な
巨
額
白
経
費
を
如
何
に
し
て
調
達
し
た
か
、
即
ち
資
本

山
本
来
的
蓄
積
白
積
粁
は
何
で
あ
っ
た
か
に
あ
る
。
一
般
に
租
税
・
閣
僚
が
本
旅
的
蓄
積
の
槙
祈
た
る
己
と
は
言
う
ま
で
も
た
い
が
、

特
に
わ
が
闘
に
於
て
は
闘
債
と
共
に
不
換
紙
幣
が
重
要
在
役
割
を
果
し
た
。
こ
」
て
は
本
来
的
蓄
積
一
炉
、
そ
の
横
粁
た
る
不
換
紙
幣
白

遊
行
モ
の
濫
護
uu幣
制
の
発
乱
を
遁
じ
て
遂
行
さ
れ
る
関
係
企
明
か
に
し
よ
う
@

営
時
護
行
き
れ
た
政
府
紙
幣
は
太
政
官
札
・
民
部
省
札
・
大
賊
省
公
換
詮
券
・
北
海
道
開
拓
使
月
刊
換
詮
朱
の
四
種
で
あ
る
が
、
と
れ

b



を
強
行
要
因
よ
り
見
れ
ば
、
川
w幼
m
胸
中
な
る
新
政
権
が
絶
封
的
覇
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
遊
行
せ
る
も
の

ω産
業
の
保
護
育
成
む
た
め

議
行
せ
る
も
の
に
大
別
し
得
る
。
い
ま
各
々
に
つ
き
こ
の
貼
よ
り
見
れ
ぽ
、
ま
ず
太
政
官
札
は
一
二
閣
八
郎
(
時
の
参
興
業
費
計
事
務
掛
)
心

建
議
陀
基
づ
き
後
行
ハ
元
年
)
、
首
時
新
政
権
は
歳
入
皆
無
に
近
く
財
政
極
度
に
窮
乏
し
、
加
う
る
に
討
幕
山
大
統
令
後
せ
b
れ
口
元
年

一
』
月
〕
、
こ
こ
に
該
紙
幣
が
褒
凡
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る

J

務
行
総
額
四
八

O
O
寓
雨
中
一
七
八
九
寓
一
阿
は
産
業
保
護
育
成
の
た

め
に
使
用
し
他
は
温
討
費
モ
の
他
民
充
て
た

d

太
政
官
札
は
強
行
営
初
流
通
困
難
を
極
め
、
最
も
流
通
し
た
三
府
に
於
て
さ
え
、
正
貨

即
ち
太
政
官
札
は
イ
Y

フ
レ
双
呆
陀
よ
っ
て
商
業
H
H
高
利
貸
資
本
に
亘
額
の
資
金
を
興
ぇ
、

的
支
配
居
の
経
済
的
基
礎
を
掘
り
樹

T
作
用
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
女
に
民
部
省
札
は
太
政
官
札
の
補
充
と
し
て
護
行
ハ
二
年
〉
さ
れ

た
d

大
蔵
省
党
換
詮
務
は
駿
落
置
燃
に
よ
る
財
政
窮
乏
打
開
の
た
め
、
=
一
井
組
白
信
用
を
利
用
し
て
護
行
(
四
年
)
さ
れ
、
主
貨
先
端
聞
で

あ
っ
た
。
設
行
制
限
額
ハ
六
八
O
高
固
U

中
二
割
は
三
井
組
の
運
用
を
許
し
、
こ
こ
に
商
業

l
高
利
貸
資
本
と
明
治
政
権
と
は
密
接
に
結

合
し

τい
る
。
北
海
道
開
拓
使
免
換
詮
券
は
北
海
道
開
拓
イ
賃
金
に
充
て
る
た
め
同
じ
く
一
一
一
井
組
の
信
用
を
利
用
し
て
護
行
ハ
五
年
)
さ

れ
、
正
貨
売
ぬ
で
あ
る
@
か
く
て
明
治
五
年
四
月
に
は
、
圏
内
通
貨
と
し

τ太
政
官
札
・
民
部
省
札
。
大
蔵
省
先
換
詮
鼻
持
・
開
拓
使
先

換
詮
努
・
醤
落
廓
旗
本
払
及
び
二
分
金
・
洋
銀
と
少
額
の
合
祉
紙
幣
が
流
通
す
る
有
様
で
あ
っ
た

G

こ
の
う
ち
紙
幣
は
種
々
の
曲
折
を

経
て
同
年
以
降
漸
次
新
紙
幣
に
統
一
さ
れ
る
に
至
る
。
然
る
に
新
紙
幣
は
営
初
心
強
行
目
的

l
紙
幣
の
統
一
よ
り
遁
院
し
て
一
時
の
歳

入
不
是
の
補
墳
(
却
も
繰
犠
議
行
紙
幣

γ
開
拓
使
へ
の
貸
付
・
矯
替
曾
位
庭
介
斉
金
・
凶
甫
戦
費
等
に
支
出
さ
れ
、
己
白
介
D
務
行
が
六

二
O
O
高
閣
に
よ
っ
た
凶
か
く
て
新
紙
幣
は
、
一
方
新
政
樺
が
残
存
封
建
勢
力
士
打
破
し
て
覇
地
を
確
立
す
る
た
め
、
他
方
前
述
の
繰

替
強
行
及
び
準
備
A
却
を
遁
ず
る
資
金
の
撒
布
に
よ
る
産
業
白
保
護
育
成
氏
使
用
さ
れ
た

a

郎
ち
準
備
金
総
額
(
一
一
一
年
六
月
宋
現
在
)
主

「
民
業
保
護
金
及
官
業
費
木
に
供
用
」
さ
れ
て
い
る
り
で
あ
る
。

に
劃
し
六
割
余
下
落
し
て
い
る

封
建

三

O
O
高
国
中
一
二
=
0
0
世
間
閣
は
、

日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
。
成
立

第
七
十
三
容

三
七
五

第
六
世

ヒ



日
本
に
布
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
巻

一
七
大

停
六
時
叫

八一

註

ω
土
屋
・
岡
崎
県
著
「
日
本
資
本
主
義
設
謹
虫
概
説
」
一
六
八

t
一
七

O
頁

仰

元

年

四

月

令

計

局

州

事

よ

p
大
総
督
府
参
謀
に
あ
て
た
香

に
「
御
壁
用
ノ
儀
ハ
方
今
ノ
桝
一
大
事
与
御
座
僻
得
共
呆
々
奉
申
上
候
語
宙
局
ノ
合
計
戸
名
戸
カ

3
一
一
テ
空
局
同
様
ノ
儀
圭
ク
情
入
金
ノ
ミ
ノ
目
首

↑
↑
御
座
侠
」
云
々
と
あ
る

D
l
紙
特
整
理
始
末
報
告
」
明
一
治
前
期
財
政
経
潜
血
料
集
成
第
十
一
倍
一
入
三
且

)
ω
禁
行
般
車
を
石
高
に
取

p
一

石
一
雨
の
割
守
強
行
、
期
限
は
一
三
年
で
服
宵
に
臆
じ
亡
各
薄
及
び
民
間
に
貸
付
く
ハ
「
紙
幣
整
理
」
前
鵡
一
八
三
貰
〉

ω
小
額
取
引
用
の
一

雨
未
満
紙
幣
(
「
紙
幣
整
理
」
前
掲
一
九
回
頁
)
切
準
備
は
五

O
%と
L
大
成
省
よ

p
交
付
(
汁
紙
幣
整
理
」
前
掲
一
九
五
頁
)
ゆ
時
時
打
高

の
三
分
の
一
の
準
備
と

L
新
貨
怖
を
充
ワ
(
「
紙
幣
整
盟
」
前
抱
一
九
六
頁
)
加
護
行
者
は
二
回
凹
荷
一
四
代
官
九
旗
芹
、
そ
の
種
一
点
九
四

r
よ
E
、
金
札
・
組
札
・
米
札
・
銭
札
・
命
札
専
が
あ
り
た
ハ
明
治
財
政
且
第
十
二
着
一
八
六
頁
υ一
側
交
換
終
了
は
大
政
官
札
・
民
部
省
札
一

一
午
、
大
硯
省
党
換
誼
#
一
・
開
拓
伏
先
挟
諮
勢
一
二
年
、
薄
札
二
一
年
j
Q紙
特
整
理
」
前
掲
一
丸
一
六
頁
U

倒
尉
政
準
備
・
紙
符
交
換
の

目
的
で
明
治
二
年
頃
よ

E
蓄
積
さ
れ
主
年
金
庫
時
備
金
主
名
付
町
、
八
年
合
一
司
年
度
土
佐
設
く
ハ
「
紙
作
整
理
」
前
相
竺
二
ニ
玉
大
頁
参
照
)
。
民
間
貸

刊
の
目
的
は
物
産
繁
殖
・
職
入
防
温
・
事
業
奨
繭
に
あ
ワ
た
(
藤
田
氏
前
掲
一
三
一
頁
)
川
判
明
治
財
政
史
第
十
二
巻
=
一
ニ
ニ
頁

さ
て
紙
幣
に
は
政
府
紙
幣
の
外
に
銀
行
紙
幣
が
存
在
し
た
。
モ
も
そ
も
わ
が
園
に
治
る
銀
行
類
似
曾
祉
は
震
替
舎
祉
を
似
て
情
矢
と

す
る
が
、
そ
の
駿
止
後
園
立
銀
行
保
令
〔
五
年
)
に
よ
る
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
“
同
僚
令
は
め
金
札
引
換
公
債
詩
書
の
利
用
に
よ
る

太
政
官
札
む
回
抗
、
例
鴛
替
舎
祉
な
き
後
む
民
間
金
闘
の
た
め
免
換
券
(
疋
貨
準
備
ω
稜
行
の
園
立
銀
行
の
設
立
を
目
的
と
し
た
@
前

述
の
如
く
資
本
蓄
積
白
低
位
左
営
時
、
資
本
制
生
産
へ
の
念
速
な
移
行
む
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
貨
幣
資
本
の
集
積
を
必
要
と
し
、
モ

白
貸
出
に
よ
る
産
業
白
育
成
を
計
っ
た
も
の
と
考
ム
ノ
ベ
き
で
あ
る

ω
A
E一
井
・
小
野
組
の
資
本
を
基
礎
と
し
た
第
一
園
立
銀
行
開
業
後

半
期
の
営
業
成
績
を
見
る
に
、
資
本
金
三

O
O
高
園
に
謝
し
三
=
豆
高
岡
白
貸
出
を
行
っ
て
居
り
貸
出
先
は
璽

T高
利
貸
資
本
で
あ

り
、
自
b
も
E
額
の
政
府
資
金
む
運
用
に
よ
っ
て
利
毎
を
得
て
い
る
。
吉
て
賢
際
に
開
業
し
た
の
は
四
行
白
み
て
、
し
か
も
政
府
紙
幣

白
下
落
に
よ
り
金
紙
D
A
H
F
を
生
じ
、
入
超
相
女
ぎ
、
加
う
る
に
金
銀
比
償
費
動
あ
り
、
か
く
て
金
・
銀
は
治
々
と
し
て
海
外
に
流
出
し

た
。
モ
己
ゼ
正
貨
先
換
の
銀
行
各
は
強
行
す
れ
ば
障
っ
て
売
換
さ
れ
る
と
い
ケ
ワ
欣
態
て
、
夜
行
不
可
能
K
陪
担
、
流
遁
額
も
極
く
少
額



で
あ
っ
た
“

か
〈

τは
貸
幣
資
本
の
集
積

L
産
業
の
育
成
な
る
設
立
白
目
的
は
達
成
し
難
い
。
第
二
に
金
株
会
債
強
行
(
九
年
)
に
際

し
モ
D
債
格
の
下
落
防
止
を
園
っ
て
奮
封
建
的
支
閤
階
級
を
資
本
制
生
産
心
中
に
引
吉
入
れ
る
と
と
。
以
上
白
三
つ
を
理
由
と
し
て
国

立
銀
行
保
A
T
を
改
主
(
九
年
)
し
、
金
貸
先
換
を
排
し
て
準
備
を
政
府
紙
幣
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
た
め
営
-
初
の
目
的
の
他
の
一

宇
は
失
政
陀
録
し
た
。
即
ち
園
立
銀
行
赤
心
不
換
紙
幣
化
は
産
業
の
育
成
の
た
め
に
政
府
紙
幣
心
整
理
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
前
者
心
達
成
が
如
何
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
一
示
す
も
の
で
あ
る

E

話

ω
そ
の
方
法
。
費
本
金
の
十
分
の
六
を
士
政
官
札
で
政
府
陀
納
付
ム
、
政
府
は
同
額
の
金
札
引
換
金
債
読
書
を
手
交
。
乙
の
会
債
を
紙
幣
蛮
行
。

担
常
と
し
て
政
府
に
納
付
L
問
調
の
強
行
歩
を
護
行
(
「
紙
特
整
理
」
前
掲
二

O
ニ
頁
〉
伺
藤
田
氏
前
掲
六
五

l
大
瓦

ω
大
年
二

O
回

二
、
七
年
一
二
九
二
一
二
、
八
年
一
回
三
六
五
、
九
年
二
四
O
八
千
四
ハ
「
紙
特
整
理
」
前
掲
二
九
二
頁
)
川
何
回
来
利
付
以
上
の
公
債
で
資
本
金

白
十
分
の
八
に
嘗
る
湖
を
政
府
に
納
付
し
そ
れ
と
同
額
四
銀
行
券
の
理
行
を
詐
し
、
且
資
本
金
白
十
分
の
ニ
は
遡
貨
を
積
立
て
て
交
換
準
備
と
す
る

ハ
「
紙
符
整
理
L

前
掲
二

O
一ニ一且
U

か
く
て
明
治
政
権
は
=
一
同
八
郎
が
「
紙
片
も
て
宍
下
を
取
れ
り
」
と
一
一
日
へ
る
如
く
、
不
換
紙
幣
の
登
行
に
よ
っ
て
絶
封
主
義
政
権
と

し
て
の
自
己
を
確
立
し
、
己
の
樫
力
に
よ
ヲ
亡
不
換
紙
幣
a

銀
行
紙
幣
を
登
行
し
、
妻
木
制
生
産
様
式
の
人
駕
的
・
強
力
的
創
出
H
H
保

護
育
成

1
資
本
心
本
来
的
蓄
積
を
強
行
し
た
の
で
あ
る

u

然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
幣
制
を
極
度
に
索
飢
せ
し
め
早
脆
矛
盾
に
逢
薄
せ
ざ
る
を
得
ず
、
迭
に
西
南
心
役
を
契
機
と
し

て
不
換
紙
幣
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

Y

と
ゆ
な
っ
て
暴
裂
し
た
。
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

Y

は
モ
の
進
行
に
つ
れ
、
一
方
弊
働
者
・
農
民
・
中
小
商

人
・
中
小
園
債
所
有
者
の
牧
奪
と
地
主
・
犬
商
人
・
銀
行
資
本
心
富
心
蓄
積
と
を
進
行
せ
し
め
る
と
共
に
、
他
方
本
来
的
蓄
積
の
桓
枯

か
く
て
明
治
初
年
以
来
心
経
済
政
策
は
こ
こ
に
大
き
た
轄
換
を
遂
げ
る
。

へ
と
特
化
し
て
い
っ
た
。

イ
ン
プ
レ
1

ジ
ョ
ン
陀
闘
し
て
は
拙
稿
予
定
の
「
日
本
イ
ン
フ
レ
1

シ
ヨ
シ
史
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

停
七
十
三
谷

一一一七七

第
六
車

九



日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
白
成
立

資
本
の
本
来
的
蓄
積
白
一
醸
の
結
了
と
銀
本
枕
制
の
確
ず

第
七
十
三
者

三
七
八

。

伺

静
六
世

政
策
の
醇
換
は
明
治
一
一
一
一

t
同
年
に
生
じ
、
そ
れ
は
紙
幣
整
斑
・
工
場
株
下
げ
に
工
る
本
来
的
蓄
積
の
数
行
た
る
形
態
を
と
っ
て
現

わ
れ
、
己
の
閑
者
の
絡
結
は
同
時
に
本
来
的
蓄
積
の
ご
臨
の
私
了
を
済
ら
し
、
本
来
的
蓄
積
の
一
障
の
結
了
が
銀
本
位
制
の
確
立
を
規

定
す
る
と
い
う
関
係
に
立
つ
。

以
下
そ
の
遇
税
を
見
ょ
う
。

川
刊
紙
幣
整
理
。
明
治
一
同
年
〔
十
月
)
の
政
療
に
よ
り
松
方
氏
天
賦
卿
と
な
り
、

ω歳
入
剰
余
り
利
用

ω準
備
金
中
心

E
貨
の
増

加
を
背
景
と
す
る
中
央
銀
行
の
設
立
及
び
そ
の
品
川
換
穿
の
蛮
行
と
い
う
方
針
の
下
に
紙
幣
整
理
に
岩
手
し
ん

G

常
時
の
紙
幣
沈
遁
高
は

120，岨5，212

154，803，242 

繰
啓
司
袋
行
紙
幣
段
、
モ
D
建
一
行
停
止
・
歳
山
川
入
出
納
慣
序
の
改
7
1

・
中
山
織
選
会
債
令
の
運
用
に
よ
り
全
部
回
牧

三
六
年
一
月
)
し
、
大
蔵
省
詮
務
規
則
の
制
島
三
七
年
九
月
〕
に
よ
り
再
び
発
行
さ

れ
た
一
か
っ
た

U

第
一
種
政
府
紙
幣
に
閲
し
て
は
一
五
J
一
七
年
度
各
官
醸
歳
出
定
額

一

2

翻

一

目

1

一
金
一
向

車

一

一

ほ

の

据

置

に

工

る

歳

入

残

余

を

以

て

錦

却

費

金

に

充

て

ん

と

L
た
が
、
朝
鮮
事
件
・
軍

ト一一ト
E

讃

デ

7

レ
に
よ
る
税
収
減
等
の
た
め
計
輩
品
慨
を
来
し
た

ω

モ
こ
で
増
税
品

日
開
撒
棚
税
の
賦
一
献
に
上
る
税
収
白
地
叫
ん
加
を
園
り
、
そ
の
一
ヰ
は
紙
幣
鈎
却
に
、
伯
は
準
備
金

一

室

主

果

主

「
!
「
1
1
1
1
1

に
繰
入
れ

τ正
貨
貫
入
に
使
用
し
た

G

更
に
金
札
引
換
金
債
静
香
白
歪
行
に
よ
り
紙

幣
を
錨
却
。
他
方
か
く
し
て
蓄
積
さ
れ
た
準
備
金
を
輸
出
震
替
買
取
資
金
に
運
用
し
で
正
貨
の
蓄
積
を
固
る
と
共
に
、
日
銀
に
岡
庫
の

出
納
を
委
託
し
、
余
裕
あ
る
場
合
に
は
内
外
正
賞
a

地
金
銀
白
購
入
に
充
で
さ
せ
た

6

次
陀
銀
行
紙
幣
陀
闘
し
て
は
令
融
機
関
の
整
備

を
逼
ず
る
該
紙
幣
の
錨
却
を
企
園
し
、
ま
ず
日
銀
を
設
立
三
五
年
六
月
)
L
て
金
融
機
関
の
中
桐
た
ら
し
め
る
井
一
共
に
、
他
方
開
立
銀

行
線
帝
の
改
正
を
行
っ
た
三
六
年
)
u

己
れ
に
よ
り
閥
立
銀
行
の
紙
幣
護
行
棒
を
剥
奪
す
る
と
共
に
合
同
釦
劃
訟
に
よ
り
既
護
銀
行
紙

第
一
表
。
通
り
ロ

14，500，000 

34，398，030 

1)14年10月末単位千固
2) r紙幣義理始末報昔1

前掲 216頁

ノト苦「

担行紙幣

合計



か
く
て
第
二
表
に
見
b
れ
る
如
く
ミ
政
府
H
U
銀
行
紙
幣
は
牧
縮
し
正
貸
蓄
積
は
増
大
し
た
》

銭
七
座
、
一
八
年
未
に
は
僅
九
日
一
回
と
な
っ
た

C
回
年
四
月
七
九
・
五
銭
可
か
か
る
急
激

な
紙
幣
整
理
は
深
刻
な
デ
ア
レ
レ
を
鷲
ら
し
物
債
は
念
激
に
下
孫
し
金
利
は
低
下
し
有
償

詮
雰
は
騰
貴
し
た
@
し
か
も
整
理
過
程
が
示
す
よ
う
に
、
モ
れ
は
大
衆
課
税
と
飢
餓
恥
出

と
に
依
存
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
紙
幣
整
理
が
中
小
商
業
者
・
農
民
・
珍
働
者

時
品
川

W

紙
幣
整
理
は
叫
に
明
治
二
一
年
上
月
大
限
・
佐
野
に
よ
っ
て
荒
手
さ
れ
た
が
設
果
は
た
か
っ

た
(
瀧
樺
良
七
「
稿
本
日
本
金
融
史
論
」
一
五
六

l
一六
O
頁
)
凶
「
紙
特
整
理
」
前
掲
二

0
0

一頁

ω
買
業
印
紙
枯
・
米
商
令
所
株
式
取
引
所
仲
民
人
税
新
設
、
沼
港
枇
則
・
煙

ヰ
柚
則
改
正
(
一
五
々
〕
、
醤
油
輸
・
菓
3
税
新
設
〔
一
八
F
r
)

ハ
「
紙
特
整
理
」
前
禍
二
三
一
ニ

頁

U
ω
錨
却
は
其
後
も
植
樹
さ
れ
、
政
府
紙
特
位
三
二
年
、
銀
行
紙
幣
は
一
-
一
一
年
に
終
了

(
沖
巾
恒
幸
「
日
本
間
行
」
五
三
頁
)
刷
物
倒
指
数
一
四
年
一
四
五
園
二
、
五
年
一
回

ご
了
一
一
、
一
六
年
一
一
六
・
一
一
一
、
一
七
年
一

o=一
・
一
八
、
一
八
年
一

O
目
・
八
(
瀧
揮
氏
前
掲
一

ヰ
野
義
太
郎
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
語
革
命
」
二
七
二
亘
。

幣
白
回
牧
を
園
ら
し
め
た
。

2月J/:I:泊4ト 105，905 13，000 34，396 12，699 83 % 

15!.:f- 105，369 4，000 34，385 16，730 11.6 

l昨 日7，日日目 。 34，275 25，~76 19J5 

17年 31，口15 33，.569 ヌ7.0

18年 88，345 30，155 42，265 i 35.7 

第ニ表

ilh蒜|開|融行棚田明|出
日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

銀
紙
三
五
は
一
己
年
八
七
月
)
僅
か
四

1) 12月末日現在車位千闘

2) i和「幣整理始末報告j前掲 244-5頁

の
犠
牲
の
上
に
強
行
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、
銀
行
資
本
・
政
商
は
宮
の
集
積

を
遂
行
し
、
農
村
に
於
て
は
少
数
の
地
主
@
古
田
選
・
中
農
上
暦
と
多
数
由
貧
農
へ

ω階
級

分
化
が
遅
行

L
h
o
か
く
て
紙
幣
整
現
は
、
一
方
資
本
の
本
来
的
蓄
積
を
促
進
す
る
と
共

に
、
他
方
貨
幣
制
度
整
備
の
前
提
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

第
七
十
三
巻

三
七
九

第
六
韓



日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

事
七
十
三
巻

一一一八

O

第
六
蛾

明
治
一
三
年
佐
野
・
大
限
の
財
政
緊
縮
方
針
の
下
に
「
工
場
胡
下
げ
概
則
」
が
公
布
(
↓
一
月
〉
世

b
れ
、
こ
れ

を
基
調
と
し
て
従
来
由
官
行
方
針
を
放
棄
し
て
官
替
産
業
の
柿
下
げ
が
進
行
す
る
。
そ
の
際
純
綿
に
軍
事
的
意
義
を
持
つ
も
の
は
、
と

れ
を
絶
封
主
義
政
権
白
手
中
に
確
保
し
、
そ
の
他
白
鎖
業
・
誼
般
・
化
墜
工
業
・
紡
績
・
製
総
は
す
べ
て
民
間
忙
掛
下
げ
わ
@
L
か
も

「
概
則
」
の
隆
止

C
七
年
)
以
後
そ
れ
は
念
速
に
進
み
、
特
に
鑓
業
・
造
蹄
・
車
工
業
は
商
世

T高
利
貸
資
本
た
る
特
権
的
政
商
(
三

同
工
場
梯
下
げ
@

井
・
三
菱
・
住
友

E

安
田
・
古
河
・
浅
野
U

に
無
償
に
も
等
し
い
僚
件
て
抑
下
げ
、
後
年
の
巨
大
財
閥
の
萌
芽
を
創
出
す
る
に
至
っ
た
@
と

れ
に
主
り
一
九
年
以
後
の
好
況
期
に
商
業

l
高
利
貸
費
本
心
産
業
費
木
へ
の
移
行
の
基
礎
は
確
立
し
、
更
に
絶
封
、
主
義
政
権
と
商
業
H
H

高
利
貸
費
4
4
と
白
結
合
は
ま
す
ま
す
緊
密
化
す
る
に
至
る
。
か
く
て
明
治
一
八
年
未
に
お
け
る
わ
が
園
の
産
業
は
、
一
方
に
ゐ
ゆ
る
迂

代
的
生
産
様
式
下
に
稼
動
さ
れ
る
治
大
友
る
軍
事
工
業
及
び
特
権
的
政
商
の
掌
握
下
の
泊
般
・
鈍
山
・
化
曲
学
工
業
及
び
紡
績
業
と
、
他

方
に
ゐ
け
る
製
総
・
眼
遣
に
見
ら
れ
る
問
屋
制
中
部
内
エ
業
及
び
そ
れ
と
結
合
せ
る
マ
ニ
ュ

7

ァ
グ
チ
ュ
ア
並
び
に
織
物
・
陶
磁
器
に
見

ら
れ
る
手
工
業
・
家
内
工
業
、
こ
の
ご
大
範
鳴
が
並
存
す
る
に
至
っ
た
。

程

ω
抑
ド
げ
の
具
幽
的
事
例
に
闘
L
て
は
藤
田
氏
前
掲
一
六
主
大
頁
参
照
向
山
田
教
授
は
柿
下
げ
の
政
情
的
苦
義
医
闘
し
「
地
主
要
素
ー
と
プ

ル
ジ
ョ
ア
要
素
と
を
統
合
し
て
キ
隷
民
的
零
細
耕
何
段
氏
及
が
宇
隷
奴
的
賃
銀
労
働
者
の
静
光
保
置
た
る
こ
と
を
そ
の
特
質
唱
と
す
る
形
態
た
る
所
の

制
限
的
議
官
形
態
、
そ
れ
へ
の
移
行
の
前
段
階
的
な
過
程
に
外
な
ら
ぬ
」
と
評
倶
さ
れ
て
い
る
(
山
田
淵
大
郎
「
日
本
資
本
主
義
分
析
」
七
三
頁
)

か
く
て
安
本
白
本
来
的
蓄
積
は
、
明
治
一
八
年
を
以
て
一
醸
の
結
了
一
宣
告
げ
、

一
方
に
お
け
る
軍
事
工
業
及
び
鍵
鎗
産
業
を
獲
得
L

て
今
や
産
業
本
に
特
化
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
ゐ
商
業

1
高
利
貸
費
木
と
、
他
方
に
や
け
る
半
農
奴J
的
零
細
耕
作
土
壌
か
ら
流
出
す
る
特
殊

日
本
型
プ
ロ

ν
タ
リ

7
1
ト
が
形
成
さ
れ
る
。
し
こ
う
し
て
本
来
的
蓄
積
白
一
障
の
結
了
は
、
採
る
べ
き
資
本
制
生
産
展
開
の
前
提
た

る
貨
幣
制
度
の
整
備
を
要
請
す
る
に
玄
る
。
即
ち
「
中
央
銀
行
を
設
立
し
、
徹
頭
徹
尾
信
用
を
以
て
摂
擦
と
し
、
全
園
理
財
の
植
要
を



執
b
し
め
ば
、
則
ち
金
融
始
め
て
疏
遇
し
商
業
始
め
て
隆
興
」
す
と
す
る
松
方
伯
の
見
解
の
下
に
、
健
全
且
統
一
さ
れ
た
貨
幣
制
度
の

確
立
・
盟
富
低
廉
な
産
業
費
金
の
供
給
・
銀
行
心
中
核
た
る
と
と
を
使
命
と
し
て
日
銀
が
設
立
さ
れ
、
貨
幣
・
金
融
制
度
の
中
植
機
構

た
b
し
め
ら
れ
た
黙
に
か
か
る
要
請
の
貨
現
へ
の
布
石
が
見
b
れ
る
白
で
あ
っ
て

一
八
年
の
銀
本
校
制
の
確
立
は
本
来
的
中
宮
市
積

ω
一

際
白
結
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
白
て
あ
る
@

こ
と
で
本
位
制
度
に
附
し
て
簡
単
に
1悶
ヌ凡

℃ 

js- j止
さ 下
Tここ
ν三')の

鮪
を

明
カミ
に
し
よ
う

貨
幣
商
品
と
し
て
の
傘
(
銀
)
は
祉
曾
的
に
は
流
通
盆
費
vh
他
な

b
脚。

こ
の
流
通
空
費
は
商
品
生
斉
h
H
流
通
り
抽
出
展
と
共
に
そ
り
節
約
へ
り
衝
動
を
喚
起
す
る
。
か
か
る
流
通
空
費
の
節
約
H
H
貨
幣
金
ハ
銀
)

の
節
約
は
特
定
の
形
態
規
定
に
お
け
る
貨
幣
た
る
金
ハ
鋲
)
を
代
理
す
る
も
り
を
利
用
す
る
と
と
に
よ
っ
て
可
能
と
た
る
(
勿
論
、
ζ

の

利
用
そ
れ
自
閣
特
定
の
形
態
規
定
に
お
け
る
貨
幣
金
ハ
銀
U

D
運
動
が
己
れ
を
可
能
に
す
る
り
で
あ
る
日
炉
Y

こ
れ
即
ち
鋳
貨
及
び
紙

幣
・
銀
行
雰
等
の
貨
幣
代
替
物
に
他
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
己
れ
ら
白
鋳
貨
及
び
貨
幣
代
替
物
は
経
済
の
護
展
と
共
に
資
本
に
よ
っ
亡
積

極
的
に
利
用
さ
れ
、
阜
、
な
る
金
節
約
の
域
を
超
え
る
に
至
る
。
悪
鋳
e

流
通
必
要
量
以
上
の
慣
値
表
章
の
檎
登
・
駕
替
相
場
白
下
落
等

が
そ
れ
で
あ
ワ
て
、
そ
白
震
債
格
国
間
準
白
密
化
に
よ
る
商
品
債
格
白
嬰
劃
を
招
く
。
そ
こ
で
一
方
て
は
貨
幣
金
(
銀
)
を
節
約
し
つ
つ
、

他
方
て
は
債
格
標
準
の
嬰
化
に
よ
る
商
品
債
格
の
媛
動
を
挫
り
ん
と
す
る
資
本
の
た
め
D
機
構
が
、
即
ち
金
〔
明
削
)
本
位
制
度
て
あ
る
。

し
か
う
し
て
そ
れ
は

ω金
(
銀
)
の
鋳
逃
・
鎗
浪
白
自
由
・
金
ハ
銀
)
職
山
内
入
の
自
由
に
よ
る
鋳
貨
と
金
(
銀
)
地
金
と
の
蓮
田
部
、
叉

は

ω党
換
白
自
由
・
金
(
銀
)
戦
出
入
の
自
由
忙
上
る
貨
幣
代
替
物
と
金
〔
銀
)
地
金
と
の
蓮
擦
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
制
度

的
に
達
成
さ
れ
る

Q

己
の
よ
う
に
金
(
銀
)
本
位
制
に
於
て
は
、
モ
れ
が
資
本
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
貼
が
重
要
た
む
て
あ
っ

τ、
こ
の
制
度
は
共
催
的
に
は

ω又
は

ω又
は

ωω
の
併
用
主
内
容
と

T
る

d

明
治
三
年
(
一
一
月
)
銀
を
本
位
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
が
、

さ
て
政
府
は
、

大
競
少
補
伊
藤
博
文
の
建
議
の
結
果
嬰
更
さ
れ
て
新

日
本
に
お
け
る
金
本
台
制
心
成
立

第
七
十
三
巻

J又

第
六
部

旦



日
本

F
お
げ
る
金
本
位
制
の
成
立

事
七
十
三
巻

/又

第
六
時
四

四

貨
傑
令
ハ
四
年
)
が
公
布
さ
れ
る
に
至
り
、
己
こ
に
わ
が
図
の
『
T
A

杭
制
度
は
一
隆
確
立
さ
れ
る
@

む
無
制
限
遁
周
を
認
仇
円
、
銀
貨
は
制
限
遇
貨
と
い
、
金
-
銀
貨
の
閏
曲
第
迭
を
認
町
、
更
に
東
洋
貿
易
が
銀
を
以
℃
園
際
通
貨
と
し
た

関
係
上
、
貿
易
銀
世
鋳
造
し
て
開
港
場
k
b
け
る
無
制
限
通
用
(
但
L
開
福
場
の
み
)
を
認
め
亡
悼
守
的
。
通
常
同
僚
令
を
以
て
金
本
作
制

を
確
立
し
た
も
の
と
さ
れ

τい
る
が
、
銀
の
自
由
鋳
遣
を
認
め
、
更
に
「
僚
格
比
較
は
蛍
分
銀
賞
百
固
に
付
木
位
金
貸
百
萱
国
の
割
合
」

と
し
て
恰
も
銀
貨
が
基
準
て
あ
る
か
の
如
く
規
定
し
て
い
る
射
よ
り
し
て
、
そ
れ
は
金
銀
複
本
位
の
寅
質
を
持
づ
も
の
で
あ
っ
た
@
加

う
る
に
政
府
紙
幣
の
下
落
に
よ
り
金
紙
の
差
を
生
じ
、
入
起
を
賢
b
し
た
己
と
及
び
銀
債
の
下
落
が
生
じ
て
き
た
と
と
ハ
入
年
以
後
U

等

に
よ
り
、
金
貨
は
駆
逐
さ
れ
て
大
量
に
流
出
い
マ
質
質
的
に
は
銀
且
木
位
ぞ
あ
っ
た
。
か
〈
の
如
〈
新
貨
幌
令
に
b
け
る
金
本
位
制
へ

の
志
向
が
挫
折
し
た
所
以
は
、
不
換
紙
幣
の
常
務
に
よ
り
幣
制
が
素
臥
し
た
こ
と
及
び
東
洋
貿
易
が
銀
を
以
て
園
際
誼
貨
と
し
た
と
い

う
圏
際
的
商
品
流
通
の
論
理
が
、
か
か
る
非
現
質
的
た
木
位
制
度
の
存
在
主
許
吉
友
か
っ
た
黙
に
求
む
べ
き
て
あ
る
。
明
治
一
一
一
年
の

布
告
口
に
よ
っ
て
貿
易
銀
の
内
園
租
税
及
び
必
私
一
般
の
取
引
に
沿
け
る
無
制
限
逼
用
を
認
恥
、
法
制
的
に
も
金
銀
複
本
位
と
し
た
こ
と

は
か
か
る
事
負
の
温
認
に
他
た

b
ず
、
質
質
上
は
一
一
一
年
以
後
、
も
銀
単
本
位
で
あ
っ
た

u

然
し
た
が

b
営
時
圏
内
逼
貨
の
殆
ん
ど
全
部

を
占
め
た
政
府
紙
幣
・
銀
行
紙
幣
は
、
何
れ
も
本
位
貨
た
る
銀
と
は
何
等
の
蓮
繋
社
き
不
換
紙
幣
で
あ
っ
た
。
己
己
に
元
旅
資
本
の
本
来

同
僚
令
は
金
主
本
位
貨
幣
と
し
て
そ

的
蓄
積
を
遂
行
す
る
た
め
に
登
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
紙
常
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
契
機
と
し
て
そ
の
桂
桔
に
醇
化
せ
ざ
る
を
得
た

か
づ
た
所
以
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
モ
こ
の
本
来
的
蓄
積
白
一
昨
障
の
結
了
恥
、
紙
幣
整
理
に
よ
る
貨
幣
制
度
整
備
の
前
提
の
確
立
を
基

伝
と
し
つ
つ
資
本
制
生
産
の
展
開
に
備
へ
て
、
債
格
標
準
の
出
型
化
に
よ
る
貸
幣
側
よ
り
す
る
経
済
の
撹
胤
l
商
品
償
格
の
名
目
的
費
動

i
イ
y

フ
レ
シ
ョ
シ
又
は
デ
フ
レ
シ
ョ
ン
を
防
止
す
る
た
め
、
圏
内
通
貨

l
紙
舞

ι本
位
貸
幣
の
連
繋
を
困
る
こ
と
に
よ
り
、
債
格

、
首
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
晶
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

椋
準
巴
一
慶
化
に
上
る
商
品
債
格
mu
慶
動
を
防
止
す
る
木
位
制
度
の
採
用
を
遁
ず
る
貨
幣
制
度
の
整
備
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
ω



即
ち
比
四
陣
柴
一
が
「
吾
惰
銀
行
者
も
亦
大
に
境
問
の
策
を
講
じ
て
紙
幣
品
川
換
の
制
を
行
は
ん
こ
と
を
熱
望
し
た
り
。
幸
に
し
て
我
政
府

は
鋭
意
に
紙
幣
減
縮
の
政
時
を
執
り
百
方
力
を
表
1
U

て
明
治
十
八
年
王
月
始
め
て
死
換
紙
幣
を
殻
行
し
~
昨
十
九
年
一
月
に
至
り
て

迭
に
先
換
の
制
テ
質
行
す
怖
を
得
た
り
」
と
し
て
、
銀
本
位
制
確
立
へ
の
政
府
の
努
力
に
謝
意
を
表
し
た
所
以
て
あ
る
。
明
治
一
七
年

の
「
先
換
銀
行
朱
僚
令
」
友
び
一
八
年
の
品
川
崎
明
朱
心
掛
E

行
は
、
正
に
か
か
る
意
味
に
沿
け
る
本
位
制
度
を
確
立
し
た
も
の
と
言
う
べ
く
、

わ
が
掴
に
冶
け
る
本
位
制
度
は
こ
の
時
に
初
め
て
確
立
し
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
“
同
僚
令
に
な
れ
ば
、
銀
行
李
白
銀
貨
A
M
換
を

明
記
し
、
更
に
そ
の
都
民
行
高
に
謝
し
て
引
換
準
備
と
し
て
相
営
の
銀
貨
を
備
へ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る

G

銀
貨
先
換
と
し
た
所
以
に
つ

い
て
松
方
氏
は
、
わ
が
闘
が
資
質
的
に
は
銀
貸
図
ぜ
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
図
際
的
に
も
東
洋
諸
闘
が
銀
貸
闘
で
あ
っ
た
鮪
を
指
摘
し
て

?
竺
即
ち
園
際
的
商
品
流
通
の
論
理
が
わ
が
闘
を
し
て
銀
本
位
制
を
と

b
し
め
た
と
言
え
る
。

「
相
蛍
の
」
と
い
う
の
み
で
モ
れ
以
よ
明
硲
に
さ
れ
な
か
っ
た
準
備
規
定
に
関
し
て
は
、

し
か
う
し
℃
己
の
依
令
広
於
て
は

「
一
党
換
銀
行
停
僚
令
中
改
正
L

O
三
年
)
第

二
僚
で
「
日
本
銀
行
は
免
換
銀
行
中
界
護
行
商
に
針
し
同
額
の
金
銀
貸
及
地
金
銀
を
置
き
共
引
換
準
備
に
充
つ
ベ
し
。
日
本
銀
行
は
前
項

の
外
特
に
七
千
高
園
を
限
り
政
府
強
行
の
一
公
債
詮
証
国
大
獄
省
諮
券
其
他
確
賢
な
る
読
朱
又
は
商
業
手
形
を
保
替
と
し
先
挽
銀
行
券
を
登

行
ず
る
こ
と
を
得
」
と
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
心

か
く
て
わ
が
園
の
本
位
制
度
は
、
流
通
室
費

1
貨
幣
銀
の
節
約
を
究
換
券
の

後
行
左
る
形
態
て
行
う
こ
と
と
な
わ

J

、
名
賀
共
に
銀
本
位
制
を
採
用
し
た
の
で
一
あ
り
、
し
か
う
し
て
こ
の
銀
本
位
制
の
採
用
は
資
本
Q

本
融
市
助
蓄
積
の
一
醸
の
結
了
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
明
治
初
年
以
来
索
飢
せ
る
幣
制
は
銀
を
基
礎
と
す
る
党
換
券
の
護
行
に
統
一
さ
れ
、
新
質
保
令
に
あ
け
る
貨
幣
制
度
整
備
へ

の
志
向
は
己
己
に
貫
現
さ
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
今
や
産
業
資
本
の
確
立
へ
の
推
縛
が
開
始
さ
れ
る

u

E主
(1) 

「
紙
幣
整
理
」
前
掲
ニ
二
王
瓦

(Z) 

こ
の
貼
川
合
一
郎
氏
の
「
金
本
位
制
に
ヲ
い
て
」

(
大
阪
商
大
経
桝
皐
砕
誌
ニ
七
品
世
田
・
玉
披
U

K
負

日
本
K
お
け
る
配
本
杭
制
の
成
立

第
七
イ
一
ニ
巷

ノ¥

停
ーム
ノ、

政

五



目
本
に
担
げ
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
谷

三
八
四

第
六
時
踊

」一/、

う
所
が
多
い
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
ゆ
「
貨
幣
商
品
k
し
て
の
金
担
は
、
こ
れ
を
祉
舎
の
立
場
か

L
み
れ
ば
、
生
置
自
社
骨
都
市
態
に
の
恥
起

附
す
る

M
O
市
山
費
用
主
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
円
資
本
前
第
二
岩
高
畠
説
一

O
凹
頁
。
川
何
回
じ
貨
体
代
替
物
で
も
強
行
券
は
所
謂
手
形
怯

註
持
ち
、
と
の
耽
州
統
幣
と
は
そ
の
性
絡
を
共
に
す
る
。
が
他
方
そ
れ
は
所
謂
紙
特
性
を
持
ち
、
こ
の
意
味
医
於
ア
一
そ
れ
は
貨
幣
代
替
相
と
官
へ
る
。

1

山
泊
諮
究
用
叩
の
士
一
な
る
一
は
、
そ
れ
自
身
慎
値
た
る
限
り
で
の
貨
符
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
の
貨
幣
は
、
信
用
に
よ
円

J

亡
衣
の
如
〈
一
二
週
刊
μ

に

節
約
さ
れ
る
じ
、
杭
歩
を
山
口
一
ヲ
て
金
貨
に
代
用
す
る
と
げ
L

」
ハ
傍
貼
兵
藤
U

(

資
本
論
第
三
程
上
高
由
課
三
九
六
|
七
頁
)
刷
ゆ
回
開
「
明
治
財
政

良
」
第
十
一
巻
三
回
三
頁
多
照
的
新
貨
峠
令
の
前
文
で
「
貨
符
は
天
下
高
兵
の
誼
費
た
る
主
旨
に
基
き
地
金
を
持
参
し
て
引
換
葬
望
む
も
の

は
速
か
に
故
侍
し
て
通
用
貨
幣
を
技
ナ
ベ
し
」
と
1
て
い
る
(
「
貨
政
考
要
L

明
治
前
期
財
政
経
済
且
料
集
成
第
十
四
巻
山
八
頁
〕
川
間
部
ち
明
治

目
八
年
六
月
の
金
貨
議
行
商
五
0
0
0
高
回
品
田
中
、
二
↓
一
今
ま
で
の
流
出
高
は
三
九

O
O高
回
総
に
達
し
た
(
明
治
財
政
且
第
十
一
者
団

O
二
1

三
頁
U

M

判
明
治
財
政
兄
弟
I
一
容
問
。
ニ
頁
参
照
凶
明
拍
ニ

O
年
主
月
庫
唱
舘
に
お
け
る
同
盟
融
行
の
政
府
招
待
配
宴
に
お
吋
る
指
揮

紫
一
の
演
説
。
「
明
治
財
政
車
」
第
十
一
巷
ニ
四
七
頁
側
側
同
様
帝
第
一
・
二
棟
凶
明
治
一
八
年
六
月
松
方
伯
の
各
並
行
頭
取
に
却
す

る
況
詩
。
「
明
治
財
政
且
」
第
十
一
巻
二
凹
一
瓦
ロ

第
二
章

一
九
年
以
後
三

O
年
の
金
本
位
制
確
立
ま
で

一
九
年
以
降
経
済
は
女
の
様
た
経
過
を
辿
る
。
紙
幣
整
理
の
成
功
・
質
、
幣
制
度
の
確
立
は
経
済
の
殻
展
を
促
し
、
金
融
緩
慢
・
金
利

低
下
・
銀
債
下
落
に
よ
る
出
超
は
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
、
こ
と
に
二

O
J
二
二
年
白
好
況
時
代
が
訪
れ
、
銭
選
・
紡
績
・
鎖
業
が
そ
の

中
心
を
な
す
“
然
し
た
が

b
、
銀
行
の
ォ
ー
す
ァ

l
-
ロ
ン
に
依
存
し
て
の
賓
，
不
蓄
積
を
超
え
た
企
業
の
設
立
は
、
早
晩
矛
盾
に
逢

乱
用
せ
ざ
る
を
得
た
い
@
即
ち
銀
行
貸
出
の
設
備
投
下
よ
そ
の
安
力
の
減
少

L
日
銀
依
存
。
然
る
に
一
一
三
年
銀
債
急
騰

l
入
超

l
E貨
の

減
少

l
日
銀
金
利
引
上

l
銀
行
蚕
カ
心
一
一
暦
の
減
少

i
企
業
費
金
難
と
た
り
、
こ
己
に
わ
が
園
最
初
の
資
本
制
恐
慌
が
爆
登
(
一
一
一
二
年
)



し
、
ど
の
年
を
以
て
資
本
巴
1

本
球
的
蓄
積
は
完
了
す
る

年
一
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弘
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語
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F
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船
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瓜
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第三表

主要工業生産力指数

山訂二司二日
lm| 

22.9 

55.4 

58.7 

103.2 

65.。

94.2 

73.4 

82.1 

88.5 

87.5 

90.4 

114.7 

91.8 

66.3 

85.9 

46.3 

1513.1 

1口8.1

91.5 

69.5 

77.7 

F
一れ

r綾
ど
不
況
過
程
て
資
本
の
集
中
が
進
行
し
弱
小
企
業
が
淘
汰
さ
れ
る
。

二
八
J
一
コ
ご
年
再
び
好
況
、
銭
道
・
紡
積
・
肥
料
が
そ
の
中
心
を
ゆ
な
ナ
。
以
上
白

過
程
在
遁
じ
て
商
業
H
H
高
利
貸
費
本
心
産
業
費
木
へ
の
醇
化
が
行
わ
れ
る

G

第一一一

去
は
そ
の
一
端
を
示
す
。

さ
て
産
業
資
本
は
生
産
手
段
生
産
部
門
と
消
費
賛
料
生
産
部
門
と
の
再
生
産
確

保
に
よ
り
確
立
す
る
。
山
田
教
授
に
と
れ
ば
。
紡
怯
阻
業
に
於
て
は
二
三
年
内
地
産

止
一
一
両
日
か
職
入
事
長
一
畑
町
し
、
二
一

O
年
聡
出
一
両
日
か
恥
入
高
を
凌
担
町
す
る
。
更
に
綿
織

主
に
於
亡
は
一
八
年
内
地
生
産
高
が
輸
入
高
を
凌
熱
L
、
製
仲
肺
業
に
於
で
は
一
一
七

年
器
機
製
総
高
が
坐
繰
制
持
続
高
を
凌
加
山
し
、
絹
織
業
に
於
て
は
一
九
年
絹
織
生
産

額
が
綿
織
を
凌
駕
す
る
。
更
に
ご
九
年
八
幡
製
織
所
設
五
さ
れ
、
生
産
手
段
生
産

心
展
望
を
伊
丹
え
る
。

か
く
て
わ
が
園
に
沿
け
る
産
業
資
本
の
端
緒
的
縫
立
期
は
明

治
三

O
年
と
さ
れ
る

ω

し
か
う
し
て
農
業
奈
木
の
一
端
緒
的
確
立
は
わ
が
閤
本
位
制

度
の
金
本
位
制
え
の
移
行
を
規
定
す
る
。
以
下
と
の
黙
を
明
か
げ
し
よ
う
。

主
J

8

3

6

2

8

1

7

2

叩

治

除

一

臼

5

沼

田

刊

叫

担

日

↓

明

一

宇

弓

¥

二

で

作

物

船

長

竺

間

三

¥

¥

主

儲

銅

平

一

明

て

乳

」

魚

料

級

志

石

竺

。

或
は
銀
貨
の
館
建
停
止
を
行
う
圏
相
次
旧
安
門
J

翁

κ銀
偲
は
念
激
に
下
落
ハ
第
四
表
参
照
)
す
る

K
至
ワ
た

日
本
に
担
け
る
金
本
位
制
の
成
立

明
治
六
年
以
前
の
世
界
の
金
銭
比
伎
は
凡
モ
金
一
川
町
銀
一
五
・
五
の
割
合
を

持
し
て
い
た
が
、
四
年
頃
よ
り
世
界
白
銀
差
額
比
第
四
表
的
一
万
す
如
〈
念
激
に
増

加
う
る
に

F
イ
ツ
白
金
本
位
制
採
用
(
六
年
)
以
降
或
は
金
木
位
の
一
採
用

犬
し
、

と
こ
に
於
て
銀
産
出
固
た
る

第
七
十
三
者

J又

五

第
六
鵠

七



を
按
大
し
、
銀
領
下
落
を
閉

止
ぜ
ん
と
し
た
。
そ
の
た
め
銀
僚
は
動
揺
常
た
き
有
様
と
友
っ
た
が
、
そ
の
下
落
の
大
勢
口
如
何
と
も
し
難
く
印
度
白
銀
貨
自
由
鍔
誼

日
本
K
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
谷

20.92 

ヨミ 72

17.94 

18.16 

19.41 

22.10 

32.56 

31.61 

15.59 

15.57 

15.92 

17.88 

2U3 

21.99 

19.70 

26.47 

100 

170 

183 

213 

292 

318 

355 

38~ 

J47 

144 

157 

223 

252 

279 

号82

888 

11生存

14年

18年

22年

23年

21年

27&手

28年

4生存

6年

9年

2C年

21年

25.fi= 

クル白三

人
六「明治三十年停制改革始末概要」

明治前期財政経済且料集成第11
巷.j2生位。頁

30.65 E号329年

第
六
韓

ノに

ア
メ
リ
カ
は
ブ
ラ
ン
ド
保
令

世
制
定
三
一
年
)
し
て
、
銀

賀
入
・
銀
貨
鋳
迭
を
行
加
、

更
に
一
一
一
一
一
年
に
は
ブ
ラ
ン
ド

位
体
令
を
援
J

忙
し
シ
ャ

l
マ
ン

僚
令
争
制
定
し
て
銀
買
入
額

停
止
(
一
一
六
年
U

・
銀
輸
入
忙
劃
す
る
課
税
(
二
七
年
)
を
契
機
と
し
て
大
暴
落
を
演
じ
た
。
か
く
て
銀
債
の
趨
勢
は
傾
向
的
に
は
下
落

し
つ
つ
も
抱
え
ざ
る
動
換
を
繰
り
返
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る

Q

銀
債
の
餐
動
は
、
銀
本
位
制
確
立
後
の
わ
が
園
経
済
に
多
大
の
影
響
を

問
問
え
た

d

そ
れ
は
一
方
に
於

τは
二

O
年
以
降
心
経
済
餐
勤
が
銀
債
の
動
き
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
黙
に
現
わ
れ
(
既
湿
の
経
済
制
止
動
揺

程
の
設
明
と
第
四
表
と
を
鈎
照
さ
れ
た
い
〉
、
他
方
忙
於
て
は
商
品
輸
出
入
と
銀
僚
と
が
符
節
を
合
し
て
い
る
駐
に
現
わ
れ
る
。
即
ち
第
四
、

豆
表
に
よ
れ
ば
、
商
品
輸
出
入
む
仲
縮
が
銀
債
白
蜜
動
と
渉
調
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
白
と
こ
ろ
で
世
界
に
治
げ
る
銀

生
産
高
の
増
大
、
世
界
各
園
の
金
本
位
採
用
・
銀
貸
銭
遺
停
止
に
よ
る
銀
債
の
か
か
る
鑓
劫
は
、
銀
本
位
の
一
本
位
制
度
と
し
て
持
ワ
意

義
・
機
能
を
喪
失
せ
し
め
ざ
る
を
得
な
い
a

何
故
な
ら
銀
債
心
持
団
闘
は
モ
れ
を
本
位
と
す
る
わ
が
園
の
儒
詐
相
場
主
同
国
動
せ
し
め
る
が

ハ
第
六
表
参
照
)
、
か
か
る
原
因
に
よ
る
鴬
替
相
場
の
髭
動
は
債
格
標
準
の
経
化
に
他
な
ら
ず
(
初
論
、
銀
産
額
の
増
大
忙
よ
る
銀
債
の
鑓
動

辻
、
車
な
る
債
格
傍
準
の
融
問
化
と
は
呉
な
り
、
慎
値
関
係
の
箆
伯
に
基
く
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
捷
勤
は
国
別
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
V
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ぷ~I 書出2i 羽子|締炉|護塁|事想|諸問|議会
明19治年 17，321 48，876 90 叫 1 32.168 

I 20年 19，280 52，407 95 124 44，304 

21年 25，916 65，705 301 1，1叩 65，155 

22年 26，615 70，口30 284 870 日6，103

23年 13，859 818 2 56，603 659 1附 I81.728 

24年 29，356 1，445 7 79，527 595 522 i 62，927 

25年 8G，269 4，038 7 91.102 日日3 354 n.326 

26年 28，157 3，553 59 ! 89，712 856 1，912 88，257 

39，353 7，254 955 113，246 1，580 2，858 117，481 

28年 47，866 8，354 1，034 明 112I 1，163 1，895 129，260 

2S年 28，830 7，052 4，029 117，842 1，620 2，992 171，674 

30年 9，530 18，490 153，135 4，235 5，401 219，300 

表豆Z第

日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
り
成
立

か
く
て
は
貨
幣
側
よ
り
す
る
商
品
債
格
心
名
目
的
獲
動
を

惹
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
先
の
経
済
崩
出
動
・

商
品
輸
出
入
の
愛
動
の
原
因
も
こ
己
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な

大販省編「大目本外国貿易三十七年針照表」主 P作成

ら
ぬ
(
尤
も
耀
酒
縫
扇
は
ど
の
よ
ろ
一
な
名
目
的
な
商
品
優
絡
の
墜

動
に
よ
る
も
の
正
、
，
償
値
関
係
の
跨
佑
に
よ
る
貴
質
的
措
鑓
動
と

が
か
ら
み
合
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)
。
産
業
資
本

の
端
緒
的
確
立
が
債
格
標
準
白
鑓
化
に
主
る
商
品
債
格
白

勢
動
の
防
止
を
可
能
に
す
る
よ
り
安
定
せ
る
本
位
制
度
U

い
や
山
会
か
俗
朴
…
か
一
秒
「
仰
を
野
請
す
る
所
以
は
己
己
心

あ
る
。
さ
れ
ば
己
モ
松
方
氏
は
衆
議
院
に
治
け
る
貨
幣
法

改
正
に
闘
す
る
演
説
に
於
て
金
本
位
採
用
の
利
盆
と
し
て

物
償
援
勤
を
避
け
得
る
己
と
、
職
出
増
進
、
震
替
愛
動
白

減
少
、
金
融
D
讃
張
世
皐
げ
て
悼
む
て
あ
る
。
し
こ
う
し

て
わ
が
閣
に
於
て
は
こ
白
移
行
の
推
進
者
は
産
業
資
本
て

は
た
〈
し
て
結
謝
主
義
政
府
て
あ
づ
た
己
と
が
特
徴
的
て

あ
る
。
即
ち
絶
封
主
義
政
府
は
自
己
心
持
つ
矛
育
的
性
格

の
故
に
、

一
方
、
震
替
相
場
白
安
定
及
び
そ
れ
を
遁
ず
る

第
七
十
三
巻

/又

七

ナし

第
六
銃



H
本
に
和
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第 六 表

¥占哩l 愉 敦 由 参 清 | 
ι 項| 嬬替相場 | 
年 配一一一一丁一一一一|

三斗竺l8ìi~ 1tl;I 

明惜|郡片!志片

19年 I 3・4・5 I 2・11・8

2り年 I 3・4・1 I 3・0・5 i 
~l年 I 3・1・C): 2・11・2

22牛 I8.2・9 I 3・0・3

23年 I3・10・oI 3.0.8 

2生年 I 3・5.8 I 3.1・1

2Mi三'[ 3・1.1 2・8・3

26年 I 2・9・012・3.3

27イ下 I 2・8・5 I 1・11・5

部年 I2.2.9 山 ・11

29年 I 2.3・oi 2・0圃9 I 

l 榊 1 ~.1.9 1 1 • 11 づ
東洋経併新報網「明治主正

国勢融資J160-161長

物
侵
巴〕

安
定
を
可
能
と

す
る t

よ、 Z
p、長
安
定
、す

匂

本
位
制
度

イ由

第
七
十
三
巻

ノス、ノ、

四
O 

庁
、
低
位
な
る
資
本
蓄
積
回
高
度
化
及
び
軍
撤
資
金
調
達
白

た
め
一
ω
外
資
道
入
を
可
能
と
す
る
太
i

位
制
度
、
と
し
て
の
金

本
位
制
の
抹
用
に
よ
り
、
既
に
端
緒
的
に
産
業
資
本
主
義
段

階
に
到
達
せ
る
わ
が
産
業
資
本
白
育
成
・
袖
且
展
宮
志
向
・
希

求
す
る
に
至

hu
銀
償
費
動
に
よ
る
経
済
費
動
を
基
底
と
し

絶
封
主
義
政
府
の
か
か
る
志
向
を
背
景
と
し
て
、
本
位
制
問
題
は
こ
こ
に
朝
日
刊
心
注
聞
の
的
と
な
り
、
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
る
。

乙
己
て
問
題
と
す
べ
き
は
資
本
自
随
の
意
向
て
あ
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
改
革
反
封
悲
し
く
は
峠
期
制
早
主
主
張
す
る
。
例

え
ば
営
時
心
財
閃
仲
の
巨
額
程
耳
障
終
一
は
「
金
銀
比
償
援
勤
心
居
地
に
欧
米
金
貨
閣
は
非
境
に
陥
り
た
る
も
、
我
邦
は
却
て
大
に
利
盆
を
享
け

た
り
。
故
に
今
日
に
歪

b
俄
に
現
行
山
貨
幣
制
度
を
改
王
す
べ
き
必
要
た
し
凶
欧
米
金
貸
闘
は
必
ず
や
今
日
白
一
惨
般
に
懲
り
て
・
:
金

貨
制
肢
を
墨
守
す
る
能
は
ず
し
て
終
に
複
内
役
制
を
採
用
す
る
に
至
ら
ん
の
此
時
に
際
し
て
我
邦
も
之
に
同
盟
し
、
始
め
て
現
行
の
制
度

を
改
豆
ず
る
決
し
て
晩
さ
に
あ
b
ざ
る
友
凸
と
反
劉
U
時
期
前
早
を
唱
へ
て
い
る

M

次
に
大
倉
喜
八
郎
は
「
何
そ
俄
に
今
一
史
首
然
享

有
す
べ
き
利
片
品
を
棄
て
て
金
貸
本
位
を
採
る
白
要
あ
b
ん
中
、
幣
制
主
改
革
す
る
の
日
は
必
ず
し
も
今
日
比
隈
b
ざ
る
た

L
」
と
反
謝

し
て
W
る
。
最
後
に
酋
時
心
資
本
す
語
的
イ
デ
オ
ロ
グ
閏
口
卯
吉
は
「
本
員
の
所
見
以
上
白
如
く
な
る
台
以
て
、
我
政
府
は
宜
し
く

此
際
貨
幣
制
度
を
動
か
す
べ
か

b
ず
。
闘
再
に
殴
米
諸
圏
全
般
誘
し
て
速
に
複
本
位
制
金
賞
行
せ
し
め
・
」
と
し
て
反
謝

l
N肘
凍
に
お
け

る
複
本
位
制
採
用
を
、
主
張
し
て
W
る
。
銀
債
下
落
に
よ
る
出
超
の
恩
恵
に
浴
し

τ
い
た
資
本
と
し
て
は
査
し
営
然
の
見
解
で
は
あ
ろ
う

が
、
目
前
白
利
潤
誼
求
衝
動
に
騎

b
れ

τ首
時
既
に
銀
本
位
制
が
そ
の
意
義
・
機
能
を
喪
失
し
亡
い
た
事
質
を
把
握
し
得
な
か
っ
た
短



見
と
言
う
べ
き
ど
あ
る
ら

き
れ
ば
と
そ
政
府
は
自
己
の
方
針
の
寅
現
に
確
信
を
持
ち
得
た
の
ご
あ
る

d

即
ち
貨
怜
制
度
調
査
舎
を
設
置
し
合
一
六
年
)
、
川
間
近
時

金
銀
債
格
制
盟
動
の
原
因
及
び
其
の
一
般
の
結
果
、
同
開
狂
時
金
銀
償
費
動
の
わ
が
経
済
界
に
及
ぼ
ナ
影
響
、
川
門
註
時
金
銀
債
格
の
料
出
動
は

我
邦
現
行
貨
幣
制
度
を
改
正
す
べ
き
必
要
あ
る
や
否
、
悲
し
英
必
要
あ
り
と
す
る
時
は
新
に
採
用
す
べ
き
貨
幣
本
位
蛙
其
施
行
方
法
な

る
三
項
目
に
亙
る
問
題
の
研
努
に
常
b
し
め
た
。
該
調
査
会
は
二
八
年
に
歪
り
報
告
書
を
提
出
し
、
僅
か
一
名
D
多
数
を
以
て
金
本
位

制
採
用
む
意
見
主
具
進
し
た
。
時
恰
も
日
清
戦
争
の
結
果
、
償
金
を
獲
得
し
て
金
準
備
整
う
に
至
り
、
松
方
蔵
相
は
再
び
金
本
位
賀
施

に
闘
す
る
調
査
会
一

O
年
〉
を
行
わ
し
め
、
迭
に
明
治
三

O
年
貨
幣
法
案
・
同
附
属
法
案
を
議
舎
に
提
出
し
、
そ
の
協
賛
を
得
て
、
こ
己

に
貨
幣
法
は
成
立
し
た
叫
同
法
に
よ
れ
ば
金
を
本
位
貨
と
し
て
モ
の
無
制
限
遁
用
を
認
め
、
金
貨
の
自
由
鋳
遣
を
許
仏
、
更
に
同
時
に

公
布
さ
れ
た
先
換
銀
行
雰
保
令
白
改
正
に
よ
り
、
銀
行
歩
の
金
貨
売
挽
が
規
定
さ
れ
た
ω

己
己
に
於

τ品
川
換
努
の
護
行
に
よ

p
流
遁
空

費
l
貨
幣
金
を
節
約
ナ
る
金
木
位
制
は
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
明
治
三

O
年
白
金
本
位
制
は
絶
封
、
一
主
義
政
樫
が
そ
り
性
格
心
故
に
、
既
に
端
緒
的
に
産
業
費
『
不
キ
一
義
段
階
に
到
蓮
せ
る
産

業
資
本
の
育
成
・
稜
展
を
志
向
し
、
一
方
に
お
け
る
団
地
替
相
場
の
安
定
、
他
方
に
治
り
る
低
位
た
る
資
本
蓄
積
む
高
度
化
及
び
軍
横
資

金
の
調
達
白
震
の
外
資
導
入
を
可
能
と
ナ
る
貨
幣
制
度
と
し
て
採
用
し
た
資
本
の
た
め
の
制
度
ど
あ
り
、
モ
の
成
立
は
産
業
資
本
の
端

緒
的
確
立
に
よ
フ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
@

話川
w似

ω川
開
制
同
開
山
田
氏
前
掲
ニ
ニ
二
一
一
一
了
ニ
七
・
三
七
・
四
三
・
一
一
ニ
頁

M
W

六
年
ア
メ

y
カ
・
ス
ェ
I
J
ア
ン
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
金
本
位

採
用
、
フ
ア
ジ
ス
建
締
局
に
お
り
る
思
の
受
入
額
を
制
限
、
七
年
ラ
テ
ン
同
盟
諸
問
本
位
甑
貨
の
録
法
掴
を
制
限
、
八
年
メ
イ
ス
能
賞
儲
誼
停
止
、

九
年
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
ペ
イ
ン
・
ロ
シ
ア
餌
貨
錯
誼
停
止
、
ア
メ
ηJ
カ
貿
易
弗
担
貨
の
合
法
資
格
を
殴
止
〔
「
明
治
三
十
年
符
制
改
革
始

日
本
k
h
引
け
る
金
本
位
制
の
成
立

第
七
十
三
倍

ニ
八
九

第
六
説

四



日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立

車
七
十
三
巻

九
O 

第
六
部

四

末
瓶
要
」
明
治
前
期
財
政
経
糎
史
料
集
成
揮
十
一
巻
四
ニ
一
ニ
頁
)
回
開
明
治
財
政
且
第
十
一
巻
一
八
二
一
一
一
頁

ω
「
貨
幣
法
改
正
に
闘
す
る

松
方
柏
の
演
説
」
明
拍
財
肱
且
第
十
一
巻
参
照
帥
「
貨
幣
制
度
調
査
官
報
骨
」
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
第
十
二
告
四
三
ニ
頁
仰

溢
揮
第
一
自
殺
惇
六
六
王
買
同
「
貸
付
制
度
調
査
官
報
告
」
前
掲
凹
三
王
頁
制
改
正
必
要
あ
刀
と
す
る
者
八
名
必
要
な

L
ε
ず
る
者
七
名

前
者
中
新
本
位
制
度
に
闘
し
て
は
金
本
位
を
可
司
と
す
る
者
大
名
複
木
位
を
可
止
す
人
工
者
ニ
名
(
「
貨
体
制
度
調
査
骨
報
告
」
前
掲
三
八
八

l
四
三
九

頁
凶
ニ
三
干
高
雨
、
こ
れ
を
英
貨
で
受
入
れ
る
と
と
と
し
た
(
明
抽
財
政
見
第
十
一
巻
五
七
四
頁
)
同
側
「
純
金
ノ
丑
日
二
分
ヲ
以
テ
慣

椅
ノ
回
単
位
ト
ナ

V

L
ヲ
固
ト
稗
ス
」
ハ
第
=
僚
〉
「
金
貨
幣
ハ
ツ
ノ
翻
ニ
制
限
ナ
ク
法
定
ト
ジ
テ
遁
用
ス
」
〔
第
七
傑
)
「
金
地
金
ヲ
轍
約
シ
金
貨

幣
ノ
製
謹
ヲ
詩
フ
者
ア
ル
ト
キ
戸
政
府
ハ
其
請
求
ニ
ザ
鵬
ス
ベ
シ
」
〔
第
一
一
山
保

u

m
「
党
投
融
行
券
ハ
日
本
融
行
保
例
第
+
凹
蹄
一
一
一
様
リ
同
盟

行
ニ
於
テ
強
行
シ
金
賞
ヲ
以
テ
免
換
ス
ル
毛
ノ
ト
ス
」
ハ
第
一
保
)

M

聞
こ
り
見
地
に
立
ワ
賛
成
意
見
は
財
界
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
例
え

ぽ
「
金
貨
本
位
の
採
用
は
こ
の
貼
ハ
介
安
導
入
〉
に
於
て
質
業
家
の
賛
成
す
る
所
ζ

た
F
、
議
官
に
於
て
も
と
の
方
面
よ

D
賛
成
し
た
者
如
く
な
か

ワ
た
」
〔
瀧
博
氏
前
掲
四
九
九
貫
)
側
資
本
は
前
誌
の
見
地
か
ら
金
本
位
制
に
反
針
し
た
が
、
紹
針
主
義
政
樫
の
本
位
政
策
の
蹄
結
が
結
同
資
本

m
h
h
m
駒
山
r
で
あ
う
た
と
と
は
、
金
本
位
賀
蹴
後
の
金
本
位
と
日
本
資
本
主
義
ー
と
の
開
鵬
在
分
析
す
る
糠
稿
に
於
て
主

P
具
陸
的
に
解
明
す
る
が
、

と
と
で
は
樺
津
祭
一
の
衣
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
ζ

う
。
「
後
日
に
至
っ
て
熟
慮
す
る
に
反
艶
を
唱
へ
た
の
は
全
〈
私
の
短
見
で
あ
っ
た
。
そ

L
て

猛
烈
な
反
封
を
排
し
て
幣
制
改
草
を
脇
町
付
ナ
ベ
〈
大
英
断
に
出
で

ιれ
た
松
方
告
の
先
且
の
明
に
政
服
し
た
の
で
あ
る
」
(
溢
拝
築
一
白
位
体
六
主

ニ
頁
)

〔
誼
記
〕
木
研
究
は
昭
和
サ
八
年
度
文
部
省
科
堕
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。




